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右
の
質
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す
る
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ア
ル
カ
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に
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コ
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リ
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ト
劣
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す
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意
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平
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元
年
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長 

原 
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三 

郎 
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提 

出 

者 
 

東 

中 

光 

雄 

 

一 

 



 

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
劣
化
現
象
は
、
か
ぶ
り
厚
さ
不
足
に
よ
る
鉄
筋
の
早
期
腐
食
・
塩
分
に
よ
る
鉄 

 
 

筋
腐
食
に
よ
る
か
ぶ
り
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
剥
落
及
び
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
ひ
び
割
れ
等 

 

を
原
因
と
し
て
お
り
、
住
宅
や
道
路
等
の
基
本
材
料
で
あ
る
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
劣
化
は
国
民
生
活
の
安
全
・ 

 
 

防
災
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

今
日
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
は
住
宅
、
学
校
、
事
務
所
ビ
ル
を
は
じ
め
、
高
速
道
路
、
鉄
道
・
港
湾
施 

 
 

 
 

設
、
発
電
所
、
堤
防
等
々
国
民
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物 

 
 

 

に
つ
い
て
は
、
近
年
、
鉄
筋
の
腐
食
・
ひ
び
割
れ
等
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
劣
化
現
象
が
頻
発
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構 

 
 

 

造
物
の
耐
久
性
に
対
す
る
不
安
が
高
ま
っ
て
い
る
。 

し
か
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
関
し
て
万
全
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
か
ぶ
り
厚
さ 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
対
策
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

と
り
わ
け
、
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
癌
」
と
い
わ
れ
る
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
劣
化
は
、
〝
セ
メ
ン
ト
に
含
ま 

 
 

れ
る
ア
ル
カ
リ
と
骨
材
に
含
ま
れ
る
あ
る
種
の
鉱
物
と
が
反
応
を
起
こ
し
て
膨
張
し
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
ひ
び
割 

 

れ
、
組
織
崩
壊
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
〟
で
あ
り
、
近
年
我
が
国
に
お
い
て
も
実
際
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
損 

 
 

傷
に
よ
る
被
害
事
例
が
増
加
し
て
い
る
。 

不
足
・
塩
分
問
題
に
関
す
る
対
策
は
十
分
で
は
な
く
、
ま
た
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
関
す
る
対
策
は
「
暫
定
」
対 

 
 

策
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
国
民
の
不
安
を
解
消
し
〝
安
全
〟
を
望
む
国
民
の
期
待
に
こ
た
え
る
抜
本
的
対
策
及
び
総 

合
的
体
制
は
い
ま
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
。 

政
府
が
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
問
題
の
重
要
性
を
打
ち
出
し
、
国
等
の
大
学
・
研
究 

 
 

機
関
、
民
間
に
お
け
る
研
究
及
び
技
術
開
発
等
を
総
合
的
に
推
進
し
て
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
劣
化
、
特 

 
 

 

に
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
科
学
的
に
解
明
し
、
土
木
構
造
物
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
物
の 

 
 

劣
化
と
耐
久
性
維
持
対
策
に
関
す
る
抜
本
的
な
対
策
を
確
立
し
て
、
補
修
補
強
方
法
・
技
術
、
設
計
・
施
工
基
準 

四 

 



 

よ
っ
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
及
び
国
民
生
活
に
影
響
の
大
き
い
住
宅
、
道
路
、
鉄
道
等
々
の
コ
ン
ク 

 
 

 

リ
ー
ト
構
造
物
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
劣
化
の
実
態
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

の
在
り
方
等
ま
で
を
含
め
た
技
術
的
対
策
を
講
ず
る
こ
と
が
い
ま
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

一 

現
在
の
暫
定
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
に
つ
い
て 

政
府
は
、
一
九
八
〇
年
代
は
じ
め
以
降
我
が
国
に
お
い
て
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ル
カ
リ
骨 

 

材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
損
傷
が
全
国
的
に
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
ア
ル
カ 

 
 

リ
骨
材
反
応
を
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
骨
材
が
全
国
的
に
分
布
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
暫
定
的 

 

な
対
策
と
し
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
暫
定
対
策
（
土
木
構
造
物
）
及
び
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
に
関
す
る
暫 

 

定
指
針
（
建
築
物
）
か
ら
な
る
「
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
」
を
策
定
し
、
一
九
八
七
年
四
月
か
ら
実
施
し
て
い
る

（
一
九
八
六
年
六
月
二
日
、
建
設
省
大
臣
官
房
技
術
審
議
官
通
達
）
。 

こ
の
暫
定
対
策
は
、
土
木
構
造
物
・
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
物
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
被
害
を 

五 

 



 

1 

暫
定
対
策
の
実
施
状
況
に
つ
い
て 

防
止
す
る
た
め
、
①
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
安
全
（
無
害
）
と
判
定
さ
れ
る
骨
材
を
使
用
す
る
こ
と
、
②
低
ア
ル 

 
 

カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
を
使
用
す
る
こ
と
、
抑
制
効
果
の
あ
る
混
合
セ
メ
ン
ト
等
を
使
用
す
る
こ
と
、
コ
ン
ク
リ
ー 

 
 

ト
中
の
ア
ル
カ
リ
総
量
を
抑
制
す
る
こ
と
、
③
化
学
法
・
モ
ル
タ
ル
バ
ー
法
に
よ
る
骨
材
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反 

 
 

応
性
の
判
定
（
試
験
）
法
、
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

暫
定
対
策
の
実
施
に
当
た
り
政
府
は
、
前
記
通
達
が
直
接
適
用
さ
れ
る
「
建
設
省
が
建
設
す
る
土
木
構
造 

 
 

物
に
使
用
さ
れ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
お
よ
び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
場
製
品
」
及
び
「
建
設
省
が
建
設
す
る
建
築
物
及 

 

び
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
場
製
品
等
に
使
用
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」
だ
け
で
な
く
、
建
設
省
が
直
轄
で
実
施
す
る 

 
 

土
木
構
造
物
・
建
築
物
及
び
住
宅
等
に
つ
い
て
は
地
方
建
設
局
・
関
係
公
団
等
へ
の
通
知
等
に
よ
り
、
ま 

 
 

 

た
、
一
般
建
築
物
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
・
民
間
建
築
関
係
諸
団
体
へ
の
通
知
・
参
考
送
付
に
よ
り
、
対
策 

 
 

 

の
推
進
と
周
知
徹
底
を
図
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。 

六 

 



 

2 

骨
材
の
反
応
性
試
験
及
び
試
験
体
制
に
つ
い
て 

(1) 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
起
こ
す
骨
材
の
岩
種
は
安
山
岩
、
チ
ャ
ー
ト
、
流
紋
岩
等
と
さ
れ
て
い
る
が
、 

 
 

こ
れ
ら
は
日
本
全
国
に
分
布
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
建
設
省
は
骨
材
（
砕
石
）
に
つ
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材 

 

反
応
試
験
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、 

政
府
は
こ
の
対
策
が
全
体
と
し
て
ど
の
程
度
周
知
徹
底
さ
れ
、
実
際
の
工
事
で
遵
守
・
実
施
さ
れ
て
い
る 

 
 

と
認
識
し
て
い
る
か
。
と
り
わ
け
民
間
部
門
の
工
事
で
は
ど
の
程
度
遵
守
・
実
施
さ
れ
て
い
る
と
認
識
し
て 

 
 

い
る
か
。 

反
応
性
の
な
い
骨
材
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
不
十
分
な 

 

現
状
に
あ
っ
て
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
防
止
す
る
た
め
の
原
理
的
な
対
策
で
あ
る
。
こ
の
た
め
骨
材
に 

 
 

つ
い
て
公
的
試
験
機
関
等
で
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
を
行
っ
て
い
る
。 

① 

調
査
試
験
箇
所
数
を
前
記
通
達
以
前
・
以
後
別
に
示
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

(2) 

公
的
試
験
機
関
で
は
、
骨
材
・
セ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
○ア

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
（
化
学
法
）
、
○イ

ア 
 

 

ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
（
モ
ル
タ
ル
バ
ー
法
）
、
○ウ

セ
メ
ン
ト
中
の
ア
ル
カ
リ
量
測
定
、
の
試
験
設
備
を
も 

 
 

ち
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
を
実
施
し
て
い
る
。 

(ニ) 

反
応
性
の
有
無
は
す
べ
て
の
岩
種
で
判
定
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
。 

(ハ) 

反
応
性
の
判
定
で
き
な
い
岩
種
名 

(ロ) 

反
応
性
の
な
い
岩
種
名 

(イ) 
反
応
性
の
あ
る
岩
種
名 

③ 

今
後
の
調
査
試
験
予
定
（
対
象
地
域
・
対
象
岩
種
）
を
示
さ
れ
た
い
。 

② 

調
査
試
験
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

こ
の
う
ち
、

○ア

○イ

○ウ

の
試
験
設
備
を
も
つ
機
関
は
十
八
都
道
府
県
で
あ
り
、
そ
の
他
の
二
十
九
府
県 

 
 

（
青
森
、
福
島
、
栃
木
、
新
潟
、
埼
玉
、
千
葉
、
群
馬
、
富
山
、
岐
阜
、
三
重
、
福
井
、
滋
賀
、
京
都
、 

八 

 



 

3 

骨
材
反
応
性
の
判
定
試
験
法
に
つ
い
て 

骨
材
反
応
性
の
判
定
試
験
法
に
つ
い
て
は
、
モ
ル
タ
ル
バ
ー
法
は
「
試
験
に
要
す
る
時
間
が

3
ヶ
月
な
い 

③ 

現
状
の
試
験
体
制
は
質
的
に
も
量
的
に
も
問
題
が
多
く
そ
の
試
験
結
果
が
公
的
に
評
価
さ
れ
得
る
よ 

う
に
な
っ
て
い
な
い
。
公
的
試
験
機
関
の
人
員
・
設
備
の
整
備
が
急
務
で
あ
る
が
今
後
の
整
備
拡
充
計 

 
 

画
を
示
さ
れ
た
い
。 

② 

公
的
試
験
機
関
の
な
い
府
県
で
は
ど
こ
で
骨
材
の
反
応
性
試
験
を
行
っ
て
い
る
の
か
、
県
別
に
試
験 

 

所
名
を
示
さ
れ
た
い
。 

① 

○ア

○イ

○ウ

の
試
験
設
備
を
も
つ
試
験
機
関
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
試
験
に
従
事
で
き
る
人
員
は
一
機
関
当 

 

た
り
何
名
か
。 

奈
良
、
鳥
取
、
島
根
、
岡
山
、
広
島
、
徳
島
、
香
川
、
愛
媛
、
高
知
、
福
岡
、
佐
賀
、
長
崎
、
熊
本
、
宮 

 
 

 
 

 
崎
、
鹿
児
島
、
沖
縄
）
で
は
試
験
設
備
を
も
つ
公
的
試
験
機
関
は
な
い
。 

九 

 



 

4 

セ
メ
ン
ト
問
題
に
つ
い
て 

(2) 

暫
定
対
策
以
降
、
判
定
試
験
法
の
改
善
、
新
し
い
試
験
方
法
の
研
究
開
発
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る 

 

か
。
研
究
開
発
を
行
っ
て
い
る
政
府
・
研
究
機
関
名
及
び
そ
の
進
捗
状
況
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま 

 
 

 

た
、
「
反
応
性
の
判
定
で
き
な
い
岩
種
」
の
試
験
方
法
・
使
途
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
開
発
を
し
て
い 

 
 

る
か
。 

(1) 

こ
れ
ら
の
骨
材
試
験
判
定
法
は
対
策
の
実
施
に
当
た
り
十
分
に
機
能
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
。 

ア
ル
カ
リ
反
応
性
の
な
い
骨
材
を
使
用
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
①
低
ア
ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
を
使
用
す
る 

 

こ
と
、
②
抑
制
効
果
の
あ
る
混
合
セ
メ
ン
ト
等
を
使
用
す
る
こ
と
、
③
コ
ン
ク
リ
ー
ト
中
の
ア
ル
カ
リ
総
量 

し

6
ヶ
月
と
長
す
ぎ
る
」
、
化
学
法
は
「
骨
材
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
反
応
性
を
判
定
で
き
な
い
も
の
も
あ 

 
 

る
」
（
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
品
質
対
策
委
員
会
中
間
報
告
「
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
係
る
品
質
対
策
の
あ
り
方
」
、 

 

一
九
八
五
年
十
二
月
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

一
〇 

 



 

(3) 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
防
止
す
る
た
め
セ
メ
ン
ト
生
産
の
面
か
ら
も
政
府
の
対
応
・
研
究
体
制
を
確
立 

 

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
が
、
政
府
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
極
め
て
技
術
的
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
き 

 
 

ち
っ
と
研
究
を
い
た
さ
せ
ま
す
」
（
一
九
八
六
年
二
月
二
十
一
日
衆
議
院
商
工
委
員
会
通
商
産
業
大
臣 

 
 

 

答
弁
）
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
通
産
省
は
そ
の
後
セ
メ
ン
ト
生
産
に
関
し
ど
の
よ
う
な
研
究
体
制 

(2) 

低
ア
ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
の
生
産
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
八
三
年
以
降
の
総
セ
メ
ン
ト
生
産
高
、
低
ア 

 

ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
生
産
高
及
び
そ
の
比
率
を
年
次
別
に
示
さ
れ
た
い
。 

(1) 

対
策
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
低
ア
ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
を
十
分
に
生
産
し
使
用
に
供
し
て
い
く 

 

こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
は
こ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
を
策
定
し
、
セ
メ
ン
ト
業
界
に
対
し 

 
 

ど
の
よ
う
な
指
導
を
し
て
き
た
の
か
。 

を
抑
制
す
る
こ
と
、
が
対
策
の
も
う
ひ
と
つ
の
柱
と
な
っ
て
お
り
、
特
に
低
ア
ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
を
使
用 

 
 

す
る
こ
と
が
対
策
を
効
果
あ
る
も
の
と
す
る
不
可
欠
で
重
要
な
条
件
と
な
っ
て
い
る
。 

一
一 

 



 

二 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
調
査
点
検
・
監
視
体
制
及
び
補
修
補
強
方
法
・
技
術
の
確
立
に
つ
い
て 

5 

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
メ
ー
カ
ー
に
つ
い
て 

(3) 

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
に
適
合
し
た
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
メ
ー
カ
ー
の
試
験
設
備
を
整
備
拡
充
す 

る
た
め
ど
の
よ
う
な
施
策
を
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。 

(2) 

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
協
同
組
合
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
工
業
組
合
は
何
組
合
あ
る
か
。
う 

 
 

ち
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
を
取
得
し
て
い
る
の
は
何
組
合
か
。
ま
た
、
協
同
組
合
、
工
業
組
合 

 
 

 

の
試
験
場
は
何
箇
所
か
。
う
ち
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
試
験
の
で
き
る
試
験
場
は
何
箇
所
あ
る
か
。 

(1) 

生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
者
は
何
社
あ
る
か
。
う
ち
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
レ 

 
 

 

デ
ー
ミ
ク
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
）
を
取
得
し
て
い
る
の
は
何
社
か
。 

を
と
っ
た
か
。
ま
た
そ
の
進
捗
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。 

対
策
実
施
に
さ
い
し
、
生
コ
ン
ク
リ
ー
ト
協
同
組
合
等
は
生
コ
ン
の
品
質
管
理
を
行
っ
て
い
る
。 

一
二 

 



 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
ひ
び
割
れ
等
に
よ
っ
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
被
害
が
発
生
す
る
危
険
の
あ
る
鉄
筋
コ 

 
 

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
、
特
に
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
抑
制
措
置
の
と
ら
れ
て
い
な
い
既
設
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構 

 
 

造
物
に
つ
い
て
、
政
府
の
責
任
に
お
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
関
す
る
、
①
全
面
的
な
実
態
調
査
を
行
う
こ 

 
 

 

と
、
②
調
査
試
験
方
法
の
研
究
開
発
を
い
っ
そ
う
推
進
し
て
調
査
方
法
及
び
調
査
試
験
体
制
を
確
立
す
る
こ 

 
 

 

と
、
③
調
査
点
検
等
に
よ
る
損
傷
・
被
害
等
の
実
態
・
状
況
を
収
集
・
集
中
し
対
応
策
等
を
と
る
監
視
体
制
を 

 
 

 
 

確
立
す
る
こ
と
、
④
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
に
対
す
る
補
修
補
強
方
法
・
技
術
の
研
究
開
発 

 
 

 

を
積
極
的
に
推
進
し
て
補
修
補
強
方
法
・
技
術
を
確
立
す
る
こ
と
、
⑤
国
民
に
対
し
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
関 

 
 

 

す
る
知
識
の
普
及
、
政
府
の
対
策
等
の
広
報
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
、
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

1 

既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
調
査
点
検
及
び
調
査
点
検
体
制
等
に
つ
い
て 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
を
確
立
す
る
に
は
、
既
設
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
に
つ
い
て
全
面
的
な
実 

 
 

態
調
査
を
行
う
と
と
も
に
調
査
方
法
及
び
調
査
試
験
体
制
を
確
立
し
、
損
傷
・
被
害
に
対
し
て
補
修
補
強
、 

一
三 

 



 

(4) 

目
視
調
査
等
が
困
難
な
①
道
路
・
鉄
道
等
の
橋
梁
の
地
中
・
水
中
部
分
②
中
高
層
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建 

(3) 

外
観
に
変
化
等
が
み
ら
れ
な
い
段
階
に
お
い
て
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
耐
久
性
調
査
・
診
断
を
行
う
こ
と
が 

 

必
要
と
考
え
る
が
こ
の
よ
う
な
調
査
点
検
を
し
て
い
る
か
。
又
は
今
後
か
か
る
調
査
点
検
を
す
る
方
針
は 

 

あ
る
か
。 

(2) 

現
在
ど
の
よ
う
な
方
法
で
調
査
点
検
し
て
い
る
か
、
目
視
等
の
調
査
点
検
方
法
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。 

(1) 
政
府
は
既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
調
査
点
検
に
つ
い
て
、
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
体
制
を
と
っ 

 

て
い
る
か
。
政
府
部
内
で
国
公
団
地
方
公
共
団
体
等
施
行
の
施
設
等
に
つ
い
て
調
査
点
検
を
指
示
し
た
省 

 

庁
公
団
等
名
、
省
庁
公
団
等
ご
と
に
調
査
点
検
対
象
と
し
た
施
設
名
（
住
宅
・
道
路
・
医
療
・
文
教
等
施 

 
 

 

設
）
、
調
査
点
検
主
体
（
国
公
団
等
・
地
方
自
治
体
等
）
及
び
調
査
試
験
機
関
（
国
公
団
等
・
調
査
機
関
委 

 
 

 

託
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

廃
棄
等
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。 

一
四 

 



 

2 

新
し
い
総
合
的
な
監
視
体
制
の
確
立
に
つ
い
て 

(5) 

調
査
点
検
に
当
た
る
調
査
技
術
者
に
対
し
調
査
点
検
方
法
を
ど
の
よ
う
に
周
知
徹
底
・
教
育
し
て
い
る 

 

か
。
ま
た
い
つ
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
教
育
養
成
方
法
・
体
制
で
調
査
技
術
者
を
養
成
し
て
い
る
か
。 

既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
、
特
に
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
抑
制
措
置
の
と
ら
れ
て
い
な
い
構
造
物
・
建
築 

 
 

物
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
の
生
じ
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
継
続
的
な
調
査
点
検
が
必 

 

要
で
あ
る
。
こ
の
調
査
点
検
は
国
公
団
地
方
公
共
団
体
等
施
行
の
構
造
物
だ
け
で
な
く
民
間
施
行
の
構
造
物 

 

等
を
も
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
耐
久
性
破 

 

壊
の
重
大
性
か
ら
み
て
第
一
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
全
面
的
な
調
査
点
検
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。 

ま
た
こ
の
調
査
点
検
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
も
、
ま
た
同
反
応
を
抑
制
す
る
技
術 

築
物
の
基
礎
工
事
部
分
等
に
つ
い
て
調
査
点
検
し
て
い
る
の
か
否
か
、
調
査
点
検
し
て
い
る
場
合
は
そ
の 

 
調
査
点
検
方
法
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。 

一
五 

 



 

が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
状
に
あ
っ
て
は
、
一
定
時
点
の
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
継
続
的
・
定
期
的
に
実
施
さ 

 
 

 

れ
る
必
要
が
あ
る
。 

調
査
点
検
及
び
対
応
策
に
か
か
る
総
合
的
な
監
視
体
制
の
確
立
は
国
の
防
災
対
策
、
と
り
わ
け
地
震
防
災 

 
 

対
策
の
充
実
強
化
を
図
る
う
え
か
ら
も
必
要
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

政
府
は
、
①
当
該
継
続
調
査
点
検
事
業
の
計
画
を
立
案
し
、
②
一
定
期
間
ご
と
の
調
査
点
検
の
実
施
及
び 

 
 

 

民
間
か
ら
の
損
傷
等
の
通
報
・
情
報
提
供
に
よ
る
損
傷
・
被
害
等
の
実
態
・
状
況
を
収
集
・
集
中
し
、
③
条 

 
 

 

件
・
状
況
に
応
じ
た
損
傷
・
被
害
部
分
の
試
験
、
そ
の
他
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
要
因
等
を
含
め
た
原
因
解 

 
 

 

明
、
補
修
補
強
措
置
の
指
示
等
々
の
対
応
策
を
策
定
す
る
、
④
国
全
体
と
し
て
の
統
合
的
機
能
を
も
つ
監
視 

 
 

 

機
構
を
政
府
部
内
等
に
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
監
視
機
構
は
あ
わ
せ
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
発
生
メ 

こ
の
さ
い
政
府
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
の
危
険
か
ら
国
民
生
活
の
安
全
を 

 
 

守
る
た
め
、
新
し
い
総
合
的
な
機
能
を
有
す
る
監
視
体
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。 一

六 

 



 

3 

補
修
補
強
方
法
・
技
術
の
確
立
に
つ
い
て 

(1) 

こ
れ
ま
で
、
国
公
団
地
方
公
共
団
体
等
施
行
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
既
設
構
造
物
等
に
お
い
て
、
ア
ル
カ
リ 

 

骨
材
反
応
又
は
そ
の
疑
い
に
よ
る
ひ
び
割
れ
等
の
損
傷
・
被
害
に
対
し
ど
の
よ
う
な
補
修
方
法
を
実
施 

 
 

し
て
い
る
か
、
そ
の
方
法
、
箇
所
数
、
施
行
実
施
機
関
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
補
修
方
法
は 

 
 

 

耐
久
性
の
保
持
（
耐
久
性
、
耐
用
年
数
等
）
に
関
し
ど
の
よ
う
な
効
果
を
示
す
も
の
と
判
断
し
て
い
る
か
見 

カ
ニ
ズ
ム
の
知
識
、
こ
れ
に
よ
る
構
造
物
へ
の
影
響
・
対
応
策
、
政
府
の
対
策
等
々
を
国
民
に
普
及
・
周
知 

 
 

 
す
る
た
め
の
広
報
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
政
府
は
必
要
な
予
算
措
置
を
講
じ
、
こ
の
よ
う
な
監
視
体
制 

 
 

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
構
造
物
の
劣
化
・
損
傷
に
対
す
る
補
修
補
強
方
法
・
技
術
を
確
立
し
そ
の
耐 

 
 

久
性
を
保
持
し
て
い
く
こ
と
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
防
止
対
策
と
な
ら
ん
で
、
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ 

 
 

る
。 

一
七 

 



 

三 

今
後
の
抜
本
的
総
合
的
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
に
つ
い
て 

現
在
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
は
〝
現
段
階
で
推
奨
で
き
る
〟
「
暫
定
」
対
策
で
あ
り
、
そ
の
後
の
研
究
の
成

果
及
び
対
策
実
施
に
よ
る
実
績
等
の
総
合
的
検
討
を
基
に
規
制
策
を
含
む
よ
り
万
全
な
抜
本
的
対
策
を
確
立
す 

 

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
既
設
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
劣
化
を
防
止
し
そ
の
耐
久
性
を
維
持
す 

(3) 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
の
補
修
補
強
方
法
・
技
術
を
研
究
し
て
い
る
国
等
の
研
究
機 

 

関
は
ど
こ
か
。
こ
れ
ら
研
究
に
つ
い
て
補
修
補
強
方
法
等
を
確
立
・
規
格
化
し
実
用
化
で
き
る
の
は
い
つ 

 
 

ご
ろ
と
考
え
て
い
る
か
。 

(2) 
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
膨
張
を
抑
制
す
る
た
め
の
補
修
方
法
は
何
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
補
修
方
法 

 

は
耐
久
性
の
保
持
（
耐
久
性
、
耐
用
年
数
等
）
に
関
し
ど
の
よ
う
な
効
果
を
示
す
も
の
と
判
断
し
て
い
る
か 

 

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

解
を
示
さ
れ
た
い
。 

一
八 

 



 

2 

セ
メ
ン
ト
の
規
制
に
つ
い
て 

1 

骨
材
及
び
骨
材
判
定
試
験
法
の
規
格
化
に
つ
い
て 

る
た
め
、
調
査
点
検
方
法
及
び
補
修
補
強
方
法
・
技
術
に
関
す
る
規
定
を
対
策
に
正
当
に
組
み
入
れ
、
総
合
的 

 
 

な
対
策
を
早
急
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。 

(1) 

構
造
物
用
セ
メ
ン
ト
の
す
べ
て
を
低
ア
ル
カ
リ
形
セ
メ
ン
ト
と
す
る
こ
と
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
防 

止
す
る
確
実
な
方
法
で
あ
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

(2) 

骨
材
の
ア
ル
カ
リ
反
応
の
早
期
判
定
法
の
確
立
の
た
め
の
研
究
開
発
の
推
進
と
同
時
に
、
判
定
試
験
法 

 

を
現
段
階
で
規
格
化
し
、
こ
れ
に
適
合
し
た
試
験
設
備
・
機
器
、
人
員
を
整
備
充
実
し
て
、
判
定
試
験
を 

 
 

 

徹
底
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

(1) 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
材
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
骨
材
に
つ
い
て
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
防
止
す
る
た 

 

め
、
法
令
等
に
基
づ
く
使
用
義
務
づ
け
等
の
規
格
化
の
措
置
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 一

九 

 



 

3 

暫
定
対
策
の
改
定
に
つ
い
て 

(4) 

改
定
に
当
た
っ
て
は
、
現
暫
定
通
達
で
も
直
接
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
民
間
に
お
け
る
一
般
建
築
物
の 

(3) 

改
定
の
時
期
は
い
つ
ご
ろ
に
な
る
見
込
み
か
。 

(2) 

改
定
に
当
た
っ
て
は
、
調
査
点
検
方
法
及
び
補
修
補
強
方
法
・
技
術
に
関
す
る
規
定
を
含
む
べ
き
だ
と 

 

考
え
る
が
ど
う
か
。 

(1) 

改
定
に
当
た
っ
て
は
、
骨
材
及
び
骨
材
判
定
試
験
法
の
規
格
化
な
ど
右
に
指
摘
し
た
規
制
策
を
含
む
べ 

 

き
だ
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

(2) 
近
年
セ
メ
ン
ト
の
輸
入
が
急
増
し
て
い
る
が
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
を
推
進
す
る
う
え
で
ど
の
よ 

 
う
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
か
。 

現
行
の
暫
定
対
策
は
政
府
・
関
係
機
関
の
調
査
・
研
究
の
成
果
を
基
に
〝
よ
り
完
全
な
対
策
〟
と
し
て
改
定 

 

さ
れ
、
拡
充
・
強
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。 

二
〇 

 



 

4 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
関
す
る
研
究
開
発
に
つ
い
て 

(1) 

現
在
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
等
に
つ
い
て
研
究
開
発
を
行
っ
て
い
る
国
の 

 

研
究
機
関
及
び
国
立
大
学
等
は
ど
こ
か
。
国
の
研
究
機
関
及
び
国
立
大
学
等
別
に
そ
の
研
究
件
名
、
予
算 

 
 

及
び
人
員
等
の
研
究
体
制
を
示
さ
れ
た
い
。 

現
在
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
は
十
分
で
は
な
く
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
抑
制
・ 

 
 

防
止
す
る
技
術
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
全
面
的
な
調
査
点
検
、
監
視
体
制
を
実
効
あ
る
も 

 
 

の
と
し
、
国
民
生
活
に
不
可
欠
な
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
耐
久
性
確
保
に
関
す
る
抜
本
的
対
策
を
確
立
す 

 

る
た
め
、
政
府
は
直
ち
に
、
国
等
の
研
究
機
関
・
大
学
、
民
間
に
お
い
て
、
先
に
挙
げ
た
補
修
補
強
方
法
・ 

 
 

 
 

技
術
の
研
究
開
発
等
を
含
め
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
及
び
同
防
止
技
術
等
の
研
究
開
発
を
総
合
的
に
振 

 

興
・
推
進
す
る
施
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。 

工
事
施
工
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
措
置
で
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
か
。 

二
一 

 



 

四 

既
設
構
造
物
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
実
態
に
つ
い
て 

5 

建
築
物
等
の
修
繕
・
改
築
費
用
へ
の
助
成
措
置
に
つ
い
て 

(3) 

右
研
究
開
発
体
制
は
現
行
暫
定
対
策
を
〝
よ
り
完
全
な
対
策
〟
と
し
て
強
化
し
て
い
く
う
え
で
十
分
な
も

の
と
考
え
て
い
る
か
。
ま
た
当
該
研
究
開
発
に
つ
い
て
今
後
予
算
の
増
加
、
研
究
開
発
体
制
の
充
実
強
化 

 
 

策
を
検
討
し
て
い
る
か
。 

(2) 
現
在
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
等
に
つ
い
て
研
究
開
発
を
行
っ
て
い
る
民
間 

 
の
研
究
機
関
、
大
学
等
は
ど
こ
か
。 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
が
確
認
さ
れ
当
該
建
築
物
等
が
危
険
と
判
断
さ
れ
た
と
き
は
修 

繕
・
改
築
等
の
事
態
が
生
じ
る
。
こ
れ
ら
費
用
に
つ
い
て
は
、
公
営
住
宅
、
民
間
マ
ン
シ
ョ
ン
等
を
も
対
象 

 
 

 

と
す
る
財
政
的
助
成
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

政
府
の
責
任
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
等
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害 

二
二 

 



 

1 

建
設
省
及
び
同
省
管
轄
の
公
団
・
公
社
の
工
事
に
か
か
る
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
実
態 

 

に
つ
い
て 

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
認
識
を
深
め
、
ま
た
、
抜
本
的
総
合
的
対
策
を
確
立
す
る
う
え
で
極 

 
 

め
て
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
民
生
活
の
安
全
確
保
に
と
っ
て
影
響
の
大
き
い
住
宅
、
道
路
、
鉄
道
等
々 

 
 

 

に
限
定
し
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
の
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
に
質
問
す
る
。 

(1) 

建
設
省
等
に
よ
る
実
態
調
査
に
つ
い
て 

① 

建
設
省
は
自
ら
又
は
委
託
等
に
よ
り
、
建
設
省
及
び
管
轄
公
団
・
公
社
の
既
設
構
造
物
に
つ
い
て
、 

 
 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
（
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
劣
化
を
含
む
）
に
関
す
る
実
態
調
査
を
行
っ
た
こ
と 

 

が
あ
る
か
。
調
査
を
実
施
し
た
場
合
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
関
す
る
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た 

 

い
。
調
査
を
実
施
し
て
い
な
い
場
合
は
調
査
の
必
要
性
を
認
め
な
い
理
由
又
は
そ
の
他
の
理
由
を
示
さ 

 

れ
た
い
。 

二
三 

 



 

(2) 

住
宅
に
つ
い
て 

② 

住
宅
・
都
市
整
備
公
団
は
公
団
施
行
の
住
宅
に
つ
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
の
調
査
を
し
た
こ
と
が 

 

あ
る
か
。
調
査
し
た
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
調
査
結
果
を
、
調
査
し
て
い
な
い
場
合
は
調
査
し
な
い
理
由 

① 

建
設
省
は
「
昭
和
三
十
年
以
降
に
建
設
さ
れ
た
建
築
物
」
に
つ
い
て
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
関
す
る 

 

実
態
調
査
」
を
行
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
住
宅
に
つ
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
原
因
と
す
る
コ
ン
ク 

 
 

 

リ
ー
ト
劣
化
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
か
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

② 

建
設
省
及
び
管
轄
公
団
・
公
社
の
既
設
構
造
物
に
つ
い
て
、
建
設
省
が
把
握
し
て
い
る
ア
ル
カ
リ
骨 

 

材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
損
傷
実
例
を
、
道
路
、
橋
梁
、
ダ
ム
、
堤
防
、
住
宅
等
別
に 

 
 

 
挙
げ
ら
れ
た
い
。 

住
宅
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
は
所
有
者
・
居
住
者
に
と
っ
て
耐
用
年
数
、
安
全
確
保
及
び
補
修
等
々
深 

 
 

刻
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。 

二
四 

 



 

(3) 

高
速
道
路
に
つ
い
て 

② 

近
畿
自
動
車
道
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
落
下
事
故
に
つ
い
て 

① 

高
速
自
動
車
道
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て
、
ひ
び
割
れ
、
鉄
筋
腐
食
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の 

 
 

浮
き
及
び
崩
落
等
に
つ
い
て
、
各
高
速
自
動
車
道
路
別
に
、
調
査
の
有
無
、
調
査
方
法
、
損
傷
・
被
害 

 
 

 

状
況
、
原
因
（
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
含
む
）
、
箇
所
数
及
び
補
修
補
強
工
事
等
の
対
応
策
等
そ
の
全
容 

 
 

を
示
さ
れ
た
い
。 

③ 
地
方
公
共
団
体
又
は
住
宅
供
給
公
社
施
行
の
住
宅
に
つ
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
が
行
わ
れ
た 

こ
と
は
あ
る
か
。
調
査
が
行
わ
れ
た
場
合
は
建
設
省
が
把
握
し
て
い
る
そ
の
調
査
結
果
を
明
ら
か
に
さ 

 

れ
た
い
。 

を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
九
八
八
年
七
月
二
十
八
日
、
日
本
道
路
公
団
・
近
畿
自
動
車
道
路
吹
田
松
原
線
の
大
阪
市
鶴
見
区 

二
五 

 



 

こ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
断
面
の
砕
石
に
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
特
有
の
「
反
応
リ
ム
」
が
認
め
ら
れ
て 

 
お
り
、
亜
硫
酸
ガ
ス
等
を
含
ん
だ
雨
及
び
振
動
に
よ
る
疲
労
が
剥
離
の
原
因
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

茨
田
大
宮
一
丁
目
付
近
の
高
架
道
路
床
板
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
が
剥
離
・
落
下
す
る
事
故
が
発
生
し
た
。 

○ロ 

当
該
箇
所
付
近
の
道
路
工
事
で
使
用
さ
れ
た
セ
メ
ン
ト
の
ア
ル
カ
リ
量
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
の
も
の 

 

で
あ
っ
た
か
。 

○イ 

当
該
事
故
の
原
因
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
試
験
機
関
、
調
査
内
容
・
方
法
を
示
さ
れ
た
い
。
ア
ル 

 
 

 

カ
リ
骨
材
反
応
に
関
す
る
調
査
試
験
は
含
ま
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
調
査
結
果
は
い
つ
判
明
す
る
見 

 

込

み
か
。 

○ハ 

当
該
箇
所
及
び
そ
の
周
辺
で
は
補
修
工
事
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
目
的
・
補
修
方
法
は
ど
の
よ
う 

 
 

な
も
の
か
。
ま
た
、
こ
の
補
修
工
事
に
よ
っ
て
規
定
の
耐
用
年
数
は
確
保
さ
れ
る
と
判
断
し
て
い
る 

 
 

の
か
。 

二
六 

 



 

2 

港
湾
、
鉄
道
、
空
港
等
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
実
態
に
つ
い
て 

(4) 

建
設
省
及
び
管
轄
の
公
団
・
公
社
の
工
事
に
か
か
る
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
に
つ
い
て 

② 

建
設
省
管
轄
・
共
管
の
公
団
・
公
社
は
、
所
管
工
事
実
施
に
さ
い
し
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
と 

 
 

し
て
骨
材
の
反
応
性
試
験
を
行
っ
て
い
る
か
。
反
応
性
試
験
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
試
験
機
関
名
、
し 

 
 

て
い
な
い
場
合
は
試
験
の
必
要
性
を
認
め
な
い
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

① 

建
設
省
（
各
地
方
建
設
局
）
は
、
所
管
工
事
実
施
に
さ
い
し
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
対
策
と
し
て
骨
材 

 

の
反
応
性
試
験
を
行
っ
て
い
る
か
。
反
応
性
試
験
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
試
験
機
関
名
、
し
て
い
な
い 

 
 

場
合
は
試
験
の
必
要
性
を
認
め
な
い
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。 

○ニ 

落
下
コ
ン
ク
リ
ー
ト
破
片
は
そ
の
表
面
か
ら
鉄
筋
の
配
筋
ま
で
の
か
ぶ
り
厚
さ
は
約
二
セ
ン
チ 

 
 

メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
手
抜
き
工
事
の
疑
い
が
あ
る
。
設
計
図
で
は
側
壁
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
断
面 

 
 

の
か
ぶ
り
厚
さ
は
何
セ
ン
チ
と
な
っ
て
い
た
の
か
。 

二
七 

 



 

(2) 

新
幹
線
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

(1) 
港
湾
施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

④ 

こ
れ
ら
の
損
傷
・
被
害
に
対
す
る
補
修
補
強
措
置
と
そ
の
効
果 

③ 

高
架
部
分
の
損
傷
・
被
害
の
新
幹
線
別
の
状
況
及
び
箇
所
数 

② 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
梁
の
損
傷
・
被
害
の
新
幹
線
別
の
状
況
及
び
箇
所
数 

① 

ト
ン
ネ
ル
の
損
傷
・
被
害
の
新
幹
線
別
の
状
況
及
び
ト
ン
ネ
ル
名 

新
幹
線
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
、
調
査
方
法
（
目
視
等
の
）
及
び
ア
ル
カ
リ 

 
 

骨
材
反
応
損
傷
・
被
害
の
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、 

港
湾
施
設
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
、
調
査
方
法
（
目
視
等
の
）
、
ア
ル
カ
リ 

 
 

骨
材
反
応
損
傷
・
被
害
の
認
め
ら
れ
た
港
湾
名
、
そ
の
施
設
区
分
（
防
波
堤
等
）
及
び
こ
れ
ら
の
損
傷
・
被 

 
 

害
に
対
す
る
補
修
補
強
措
置
と
そ
の
効
果
を
示
さ
れ
た
い
。 

二
八 

 



 

(4) 

民
鉄
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

(3) 
旅
客
鉄
道
会
社
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

を
示
さ
れ
た
い
。 

を
示
さ
れ
た
い
。 

各
旅
客
鉄
道
会
社
（
Ｊ
Ｒ
）
（
新
幹
線
を
除
く
）
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
、
調 

 
 

査
方
法
（
目
視
等
の
）
及
び
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
損
傷
・
被
害
の
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、 

④ 

こ
れ
ら
の
損
傷
・
被
害
に
対
す
る
補
修
補
強
措
置
と
そ
の
効
果 

③ 

①
②
以
外
の
損
傷
・
被
害
の
旅
客
鉄
道
会
社
別
の
施
設
名
、
状
況
及
び
箇
所
数 

② 

高
架
部
分
の
損
傷
・
被
害
の
旅
客
鉄
道
会
社
別
の
状
況
、
箇
所
数
及
び
高
架
名 

① 

コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
梁
の
損
傷
・
被
害
の
旅
客
鉄
道
会
社
別
の
状
況
、
箇
所
数
及
び
橋
梁
名 

民
鉄
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
、
調
査
方
法
（
目
視
等
の
）
及
び
ア
ル
カ
リ
骨 

二
九 

 



 

3 

原
子
力
発
電
所
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
実
態
に
つ
い
て 

(5) 

空
港
施
設
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

を
示
さ
れ
た
い
。 

④ 

こ
れ
ら
の
損
傷
・
被
害
に
対
す
る
補
修
補
強
措
置
と
そ
の
効
果 

③ 

①
②
以
外
の
損
傷
・
被
害
の
会
社
別
の
施
設
名
、
状
況
及
び
箇
所
数 

② 

高
架
部
分
の
損
傷
・
被
害
の
会
社
別
の
被
害
状
況
及
び
箇
所
数 

① 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
橋
梁
の
損
傷
・
被
害
の
会
社
別
の
被
害
状
況
及
び
橋
梁
名 

空
港
施
設
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て
、
調
査
時
期
、
調
査
方
法
（
目
視
等
の
）
、
ア
ル
カ
リ 

 
 

骨
材
反
応
損
傷
・
被
害
と
認
め
ら
れ
た
施
設
等
の
有
無
及
び
こ
れ
ら
の
損
傷
・
被
害
に
対
す
る
補
修
補
強 

 

措
置
と
そ
の
効
果
を
示
さ
れ
た
い
。 

材
反
応
損
傷
・
被
害
の
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
、 

三
〇 

 



 

(2) 

大
飯
一
号
・
二
号
原
発
、
高
浜
三
号
・
四
号
原
発
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ
い
て 

(1) 
原
子
力
発
電
所
の
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
調
査
に
つ
い
て 

① 
既
設
原
子
力
発
電
所
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
（
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
を
含
む
）
に
関
す
る
調
査
に
つ
い 

 
て
、
各
電
力
会
社
・
原
発
別
に
、
調
査
時
期
、
主
な
使
用
骨
材
と
こ
れ
に
つ
い
て
の
試
験
の
有
無
、
コ 

 
 

 

ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
試
験
方
法
と
そ
の
結
果
、
外
観
点
検
の
方
法
・
外
観
点
検
の
有
無
と
そ
の
結
果 

 
 

及
び
全
体
と
し
て
の
総
合
評
価
を
示
さ
れ
た
い
。 

② 

原
発
の
安
全
上
の
重
大
性
か
ら
、
既
設
原
子
力
発
電
所
に
つ
い
て
は
一
定
時
点
の
調
査
に
と
ど
ま
ら 

 

ず
継
続
的
な
調
査
点
検
が
特
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
原
発
に
つ
い
て
は
特
別
の
体
制
を
と
り
調
査 

点
検
の
実
施
、
安
全
確
保
の
た
め
の
対
応
策
の
立
案
等
特
段
の
措
置
が
必
要
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

関
西
電
力
大
飯
一
号
・
二
号
原
発
及
び
同
高
浜
三
号
・
四
号
原
発
に
お
け
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
に
つ 

 
 

い
て
具
体
的
に
聞
く
。 

三
一 

 



 

④ 

右
各
原
発
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
に
つ
い
て
、
将
来
に
お
い
て
も
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
・
塩
分
に 

③ 

右
各
原
発
の
建
設
工
事
に
さ
い
し
、
原
発
建
屋
、
格
納
容
器
等
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
骨
材
に
つ
い
て 

 

反
応
性
試
験
を
行
っ
た
か
、
そ
の
結
果
を
示
さ
れ
た
い
。 

② 

右
各
原
発
の
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
は
塩
分
を
含
む
三
国
砂
、
網
野
砂
が
使
用
さ
れ
コ
ン
ク
リ
ー
ト 

 

の
発
錆
・
劣
化
を
促
進
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
含
有
塩
分
率
等
の
分
析
調
査
結
果 

 
 

を
示
さ
れ
た
い
。 

① 

右
原
発
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
に
は
ひ
び
割
れ
等
が
生
じ
、
そ
の
原
因
と
し
て
大
飯
一
号
・
二
号 

 

原
発
で
は
骨
材
に
堅
海
（
か
つ
み
）
砕
石
、
ま
た
、
高
浜
三
号
・
四
号
原
発
で
は
堅
海
砕
石
及
び
サ
コ
ダ 

 
 

石
（
サ
コ
山
砕
石
）
が
使
用
さ
れ
た
た
め
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
前
記
調
査
で
は
骨
材
に
つ
い
て
反
応
性 

 

調
査
を
し
た
か
。
ま
た
、
堅
海
砕
石
は
砂
岩
・
粘
板
岩
、
サ
コ
ダ
石
（
サ
コ
山
砕
石
）
は
安
山
岩
で
あ
る 

 
 

 

が
こ
れ
ら
は
「
ア
ル
カ
リ
反
応
性
物
質
を
含
む
岩
石
類
」
で
は
な
い
か
。 

三
二 

 



 

五 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
と
地
震
対
策
に
つ
い
て 

1 

ソ
連
ア
ル
メ
ニ
ア
地
震
に
つ
い
て 

我
が
国
に
お
い
て
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
構
造
物
・
建
築
物
の
劣
化
対
策
が
緊
急
に 

 

必
要
と
さ
れ
る
の
は
ま
た
、
東
海
地
震
、
南
関
東
直
下
型
地
震
等
の
大
地
震
の
発
生
が
切
迫
し
て
い
る
か
ら
で 

 
 

あ
る
。
地
震
対
策
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
、
特
に
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
抑
制
措
置
の
と
ら
れ
て
い
な
い
構
造
物 

 
 

を
含
め
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
劣
化
・
耐
久
性
低
下
と
地
震
（
耐
震
性
）
と 

 
 

の
関
係
等
が
検
討
・
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
か
か
る
研
究
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
研
究
及
び 

 
 

地
震
研
究
の
な
か
で
積
極
的
に
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ま
た
、
抜
本
的
総
合
的
ア
ル
カ
リ
骨 

 
 

材
反
応
対
策
の
確
立
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。 

我
が
国
の
「
国
際
緊
急
援
助
隊
・
耐
震
専
門
家
チ
ー
ム
」
は
一
九
八
八
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
約
一
週
間
ア 

よ
る
劣
化
・
発
錆
の
お
そ
れ
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
の
か
。 

三
三 

 



 

2 

南
関
東
地
域
地
震
被
害
想
定
調
査
に
つ
い
て 

(1) 

被
害
想
定
に
当
た
り
、
右
の
想
定
項
目
の
う
ち
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
が
含
ま
れ
る
建
物
被
害
、
道 

(3) 

我
が
国
に
と
っ
て
今
後
、
ア
ル
メ
ニ
ア
地
震
の
被
害
状
況
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
崩
壊
原
因
調 

 
 

査
、
耐
震
設
計
基
準
の
在
り
方
等
に
関
す
る
資
料
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
資
料
の
入
手
等
に
つ
い
て 

 
 

ど
の
よ
う
な
協
力
体
制
を
と
る
の
か
。 

(2) 

同
チ
ー
ム
に
よ
る
現
地
調
査
の
結
果
は
い
つ
出
る
予
定
か
。 

(1) 
同
チ
ー
ム
に
は
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
研
究
の
専
門
家
は
含
ま
れ
て
い
た
か
。 

国
土
庁
は
、
一
九
八
八
年
十
二
月
六
日
「
南
関
東
地
域
地
震
被
害
想
定
調
査
」
結
果
を
発
表
し
た
。
こ
れ 

 
 

 

は
、
地
表
加
速
度
、
液
状
化
、
津
波
、
建
物
被
害
、
火
災
被
害
、
道
路
橋
梁
被
害
、
電
話
・
通
信
被
害
等
々 

 
 

 
 

 

十
一
の
想
定
項
目
に
よ
っ
て
地
震
被
害
を
想
定
し
、
被
害
規
模
を
算
定
し
た
も
の
で
あ
る
。 

ル
メ
ニ
ア
地
震
被
災
地
を
調
査
し
た
。 

三
四 

 



 

3 

地
震
対
策
と
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
劣
化
研
究
に
つ
い
て 

(1) 

当
該
研
究
は
先
の
（
三 

4
）
総
合
的
な
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
及
び
同
防
止
技
術
の
研
究
開
発
の
一
環
と 

し
て
も
振
興
・
推
進
す
べ
き
重
要
な
課
題
だ
と
考
え
る
が
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

(2) 

被
害
想
定
に
当
た
り
、
各
想
定
項
目
・
右
諸
施
設
に
つ
い
て
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク 

 
 

 

リ
ー
ト
劣
化
要
因
は
検
討
対
象
と
さ
れ
た
の
か
。 

ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
の
劣
化
・
耐
久
性
低
下
と
地
震
（
耐
震
性
）
と
の
関
連 

 

に
つ
い
て
は
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
に
よ
る
損
傷
・
被
害
が
発
生
し
て
い
る
構
造
物
及
び
補
修
補
強
後
の
構 

 
 

造
物
等
が
地
震
に
よ
っ
て
耐
久
性
を
保
持
で
き
る
の
か
等
々
極
め
て
大
き
な
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
い 

 

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

路
橋
梁
被
害
、
電
話
・
通
信
被
害
等
の
想
定
項
目
の
な
か
に
は
新
幹
線
、
高
速
道
路
、
超
高
層
・
中
高
層 

 
 

 
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
建
築
物
、
地
下
鉄
、
地
下
街
等
々
の
諸
施
設
を
含
め
て
被
害
を
想
定
し
た
の
か
。 

三
五 

 



 

 

三
六 

(2) 
現
在
、
ア
ル
カ
リ
骨
材
反
応
と
地
震
（
耐
震
性
）
と
の
関
連
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
る
国
及
び
民
間
の
研 

 
究
機
関
・
大
学
等
は
ど
こ
か
。 

右
質
問
す
る
。 


